
 

議案第１７３号 

   さいたま市市長等の給料の特例に関する条例の制定について 

さいたま市市長等の給料の特例に関する条例を次のように定める。 

  平成２１年１１月２５日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

   さいたま市市長等の給料の特例に関する条例 

 （市長等の給料月額の特例） 

第１条 市長、副市長、水道事業管理者及び常勤の監査委員（以下「市長等」という。

）の給料月額は、さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（平成

１３年さいたま市条例第４０号）第３条第１号から第４号までの規定にかかわらず、

市長にあっては同条第１号に定める給料月額からその額に１００分の１０を乗じて

得た額を減じた額、副市長にあっては同条第２号に定める給料月額からその額に１

００分の７を乗じて得た額を減じた額、水道事業管理者及び常勤の監査委員にあっ

ては同条第３号及び第４号に定める給料月額からその額に１００分の５を乗じて得

た額を減じた額とする。ただし、市長等の退職手当の額の算定の基礎となる給料月

額は、同条第１号から第４号までに定める額とする。 

 （教育長の給料月額の特例） 

第２条 教育長の給料月額は、さいたま市教育委員会教育長の給与等に関する条例（

平成１３年さいたま市条例第１０９号）第３条の規定にかかわらず、同条に定める

給料月額からその額に１００分の５を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、教

育長の退職手当の額の算定の基礎となる給料月額は、同条に定める額とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年１月１日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成２５年５月２６日限り、その効力を失う。 


